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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーブルに装着する表示札取付金具であって、
　ケーブルの径より小さくその外周面形状に沿うように線材を同一方向に螺旋形状に巻回
して形成した小径コイル部と、所定の間隔を隔てた前記小径コイル部の途中の２箇所に前
記ケーブルの外径よりも大きくなるように形成した大径コイル部とを有するとともに、前
記大径コイル部が表示板を吊下するように構成されていることを特徴とする表示札取付金
具。
【請求項２】
　ケーブルに装着するケーブル標識札であって、
　請求項１に記載する表示札取付金具と、
　前記表示札取付金具が挿入されるように前記大径コイル部間の間隔と同間隔となる２箇
所に形成された孔を具備して表面に標識情報が記載された表示板とを有することを特徴と
するケーブル標識札。
【請求項３】
　ケーブルに装着する表示札取付金具であって、
　ケーブルの径より小さくその外周面形状に沿うように線材を時計方向に螺旋形状に巻回
するとともに一端部に前記ケーブルの外径よりも大きな大径コイル部を連続させた第１の
コイル部、前記ケーブルの径より小さくその外周面形状に沿うように線材を反時計方向に
螺旋形状に巻回するとともに一端部に前記ケーブルの外径よりも大きな大径コイル部を連
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続させた第２のコイル部及び前記大径コイル部間を連結する直線の線状部とを有するとと
もに、前記大径コイル部が表示板を吊下するように構成されていることを特徴とする表示
札取付金具。
【請求項４】
　ケーブルに装着するケーブル標識札であって、
　請求項３に記載する表示札取付金具と、
　前記線状部から前記表示札取付金具を挿入し得るように形成した長孔を介して前記大径
コイル部で吊架されるとともに、表面に標識情報を記載した表示板とを有することを特徴
とするケーブル標識札。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示札取付金具及びケーブル標識札に関し、特に通信ケーブル等に装着してそ
の管轄等を表示する場合に適用して有用なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より通信ケーブルに標識札を装着してその管轄等を表示することが行われている。
従来技術に係るこの種のケーブル標識札は、耐候性、耐衝撃性等に優れた塩化ビニル板等
に管轄、所有者、目的等、所定の情報を記載して紐、バインド線等によりケーブルに取り
付けていた。
【０００３】
　この種の標識を開示するものとして送電線との離隔距離をクレーン等の作業者に明示し
て接触事故等を未然に防止することを目的とした特許文献１がある。また、経時変化によ
って印字が劣化せず、安価に形成できる配線用マークバンドを開示するものとして特許文
献２がある。
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３１０７２３７号公報
【特許文献２】特開２００４－２８２９３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の如き従来技術においては、強風地帯ではケーブル標識札が揺られ
て紐が切れ、落下する等の問題を生じていた。また、バインド線を使用した取り付けでは
ケーブルに傷をつけずに確実に固着する必要があるため、作業に熟練と時間を要していた
。さらに、バインド線を巻きつける方法では標識札が動いてしまう虞があった。
【０００６】
　本発明は、上記従来技術に鑑み、落下の虞がなく、またケーブルを傷つけることなく簡
単に装着可能な表示札取付金具及びケーブル標識札を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明の第１の態様は、
　ケーブルに装着する表示札取付金具であって、
　ケーブルの径より小さくその外周面形状に沿うように線材を同一方向に螺旋形状に巻回
して形成した小径コイル部と、所定の間隔を隔てた前記小径コイル部の途中の２箇所に前
記ケーブルの外径よりも大きくなるように形成した大径コイル部とを有するとともに、前
記大径コイル部が表示板を吊下するように構成されていることを特徴とする表示札取付金
具にある。
【０００８】
　本発明の第２の態様は、
　ケーブルに装着するケーブル標識札であって、
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　第１の態様に記載する表示札取付金具と、
　前記表示札取付金具が挿入されるように前記大径コイル部間の間隔と同間隔となる２箇
所に形成された孔を具備して表面に標識情報が記載された表示板とを有することを特徴と
するケーブル標識札にある。
【０００９】
　本発明の第３の態様は、
　ケーブルに装着する表示札取付金具であって、
　ケーブルの径より小さくその外周面形状に沿うように線材を時計方向に螺旋形状に巻回
するとともに一端部に前記ケーブルの外径よりも大きな大径コイル部を連続させた第１の
コイル部、前記ケーブルの径より小さくその外周面形状に沿うように線材を反時計方向に
螺旋形状に巻回するとともに一端部に前記ケーブルの外径よりも大きな大径コイル部を連
続させた第２のコイル部及び前記大径コイル部間を連結する直線の線状部とを有するとと
もに、前記大径コイル部が表示板を吊下するように構成されていることを特徴とする表示
札取付金具にある。
【００１０】
　本発明の第４の態様は、
　ケーブルに装着するケーブル標識札であって、
　第３の態様に記載する表示札取付金具と、
　前記線状部から前記表示札取付金具を挿入し得るように形成した長孔を介して前記大径
コイル部で吊架されるとともに、表面に標識情報を記載した表示板とを有することを特徴
とするケーブル標識札にある。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、表示札取付金具はケーブルに巻き付けることで容易に取り付けること
ができ、またかかる状態の表示札取付金具に標識情報を記載した表示板を吊架させること
で表示板のケーブルに対する装着を完了することができる。ここで、表示札取付金具に表
示板を吊架させる際には線状のコイル部材を表示板の孔乃至長孔に挿入するだけでよいの
で特別な熟練を要することなく誰でも容易に装着作業を行うことができる。また、紐等に
よる固定ではなく、表示板はケーブルの軸回りに揺動し得るように吊架されているので、
風等の外力の作用により表示板が表示札取付金具から外れて落下する虞はない。また、ケ
ーブルへの固定は弾性変形をしてケーブルに取り付けられている表示札取付金具を介して
行っているので、これがケーブルの軸方向に移動することはなく、同方向に表示板がずれ
ることもない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下本発明の実施の形態を図面に基づき詳細に説明する。なお、実施の形態は、表示札
取付金具と表示板とが一体となったケーブル標識札として説明するが、単体の表示札取付
金具でも本発明を実施することができる。
【００１３】
　図１は本発明の第１の実施の形態に係るケーブル標識札を示す斜視図である。同図に示
すように、本形態に係るケーブル標識札は、表示札取付金具１と表示板２とを有している
。表示札取付金具１は、小径コイル部１ａと大径コイル部１ｂ，１ｃとを有している。こ
れらのうち、小径コイル部１ａは、ケーブル（図１には図示せず）の径より若干小さくそ
の外周面形状に沿うように線材を同一方向に螺旋形状に巻回して形成してある。一方、大
径コイル部１ｂ，１ｃは、所定の間隔を隔てた小径コイル部１ａの途中の２箇所に前記ケ
ーブルの外径よりも大きくなるように形成してある。
【００１４】
　表示板２には、表示札取付金具１が挿入されるとともに２個の大径コイル部１ｂ，１ｃ
間の間隔と同間隔となる２箇所に孔２ａ，２ｂが形成されている。この結果、表示板２は
大径コイル部１ｂ，１ｃの位置で表示札取付金具１に孔２ａ，２ｂを介して揺動可能に吊
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架される。また、表示板２の表面には標識情報（本形態の場合は「○○電力」）が記載し
てある。ここで、標識情報に特別な制限はないが、当該ケーブル標識札を装着するケーブ
ルの管轄、所有者、目的等を表すものを当該標識情報の好適例として挙げることができる
。
【００１５】
　かかるケーブル標識札は、図２（ａ）及び図２（ｂ）に示すような態様で使用される。
すなわち、図２（ａ）は通常のケーブル３の場合、図２（ｂ）はケーブル４ａが吊線４ｂ
に吊られている吊線付ケーブル４の場合である。本形態に係るケーブル標識札の装着時に
は、何れの場合も、先ず表示札取付金具１をケーブル３乃至吊線付ケーブル４の外周面に
巻き付ける。その後、例えば一方の孔２ａを表示札取付金具１の右端部に通して順次左側
に送るとともに、残りの孔２ｂも表示札取付金具１の右端部に通して表示板２の全体を順
次左側に送り、孔２ａ，２ｂを介して大径コイル部１ｂ、１ｃで表示板２を吊架させる。
【００１６】
　ここで、表示札取付金具１は小径コイル部１ａの弾性変形によりケーブル３乃至吊線付
ケーブル４に強固に固定されており、ケーブル３乃至吊線付ケーブル４の軸方向にずれる
ことはない。したがって、表示板２も同方向にずれることはない。また、表示板２はケー
ブル３乃至吊線付ケーブル４の軸回りに揺動し得るように吊架されている。したがって、
風等の外力の作用により表示板２が表示札取付金具１から外れて落下する虞もない。
【００１７】
　図３は本発明の第２の実施の形態に係るケーブル表示札を示す斜視図である。同図に示
すように、本形態に係るケーブル標識札は、表示札取付金具１１と表示板１２とを有して
いる。表示札取付金具１１は一体的に連続する第１及び第２のコイル部１１ａ，１１ｂと
線状部１１ｃとを有している。これらのうち、第１のコイル部１１ａは、ケーブル（図３
には図示せず）の径より若干小さくその外周面形状に沿うように線材を、例えば時計方向
に螺旋形状に巻回するとともに、一端部に前記ケーブルの外径よりも大きな大径コイル部
１１ｄを連続させたものである。また、第２のコイル部１１ｂは、前記ケーブルの径より
若干小さくその外周面形状に沿うように線材を、例えば反時計方向（すなわち第１のコイ
ル部１１ａとは反対方向）に螺旋形状に巻回するとともに、一端部に前記ケーブルの外径
よりも大きな大径コイル部１１ｅを連続させたものである。線状部１１ｃは大径コイル部
１１ｄ，１１ｅ間を連結する直線の部材である。
【００１８】
　表示板１２は線状部１１ｃから表示札取付金具１１を挿入し得るように形成した長孔１
２ａを有しており、この長孔１２ａを介して大径コイル部１１ｄ，１１ｅで吊架される。
また、表示板１２の表面には標識情報（本形態の場合は「○○電力」）が記載してある。
ここで、標識情報に特別な制限はないが、当該ケーブル標識札を装着するケーブルの管轄
、所有者、目的等を表すものを当該標識情報の好適例として挙げることができる。
【００１９】
　かかるケーブル標識札は、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示すような態様で使用される。
すなわち、図４（ａ）は通常のケーブル３の場合、図４（ｂ）はケーブル４ａが吊線４ｂ
に吊られている吊線付ケーブル４の場合である。本形態に係るケーブル標識札の装着時に
は、何れの場合も、先ず表示札取付金具１１をケーブル３乃至吊線付ケーブル４の外周面
に巻き付ける。その後、線状部１１ｃを長孔１２ａに通してケーブル３乃至吊線付ケーブ
ル４の軸回りに回動することにより大径コイル部１１ｄ，１１ｅを挿通させ、この大径コ
イル部１１ｄ，１１ｅを介して表示札取付金具１１に表示板１２を吊架させる。
【００２０】
　ここで、表示札取付金具１１はその弾性変形によりケーブル３乃至吊線付ケーブル４に
強固に固定されており、ケーブル３乃至吊線付ケーブル４の軸方向にずれることはない。
したがって、表示板１２も同方向にずれることはない。また、表示板１２はケーブル３乃
至吊線付ケーブル４の軸回りに揺動し得るように吊架されている。したがって、風等の外
力の作用により表示板１２が表示札取付金具１１から外れて落下する虞もない。
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【産業上の利用可能性】
【００２１】
　本発明はケーブルに装着する標識札を製造・販売する産業分野で有効に利用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るケーブル標識札を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係るケーブル標識札をケーブルに装着した状態を示
す斜視図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係るケーブル標識札を示す斜視図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係るケーブル標識札をケーブルに装着した状態を示
す斜視図である。
【符号の説明】
【００２３】
　１、１１　　　　　　　　　　　　　表示札取付金具
　１ａ　　　　　　　　　　　　　　　小径コイル部
　１ｂ，１ｃ　　　　　　　　　　　　大径コイル部
　２，１２　　　　　　　　　　　　　表示板
　２ａ，２ｂ　　　　　　　　　　　　孔
　３　　　　　　　　　　　　　　　　ケーブル
　４　　　　　　　　　　　　　　　　吊線付ケーブル
１１ａ　　　　　　　　　　　　　　　第１のコイル部
１１ｂ　　　　　　　　　　　　　　　第２のコイル部
１１ｃ　　　　　　　　　　　　　　　線状部
１１ｄ，１１ｅ　　　　　　　　　　　大径コイル部
１２ａ　　　　　　　　　　　　　　　長孔
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